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○大野町庁舎広告掲出取扱要領 

令和２年１２月２５日 

要領第３号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大野町広告掲載要綱（平成２４年大野町要綱第２号。以下

「要綱」という。）に基づき、町で掲出する広告（以下「広告」という。）に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（掲出の基準） 

第２条 広告を掲出できる者（以下「広告主」という。）及び広告内容の範囲は、

要綱第４条及び第５条の規定によるものとする。 

（掲出場所及び規格等） 

第３条 広告の掲出場所、広告の規格及び種類、数量並びに掲出する位置は、次

のとおりとする。 

場所 規格 種類 数量 

大野町庁舎１階ロビー内（町長が指定

する位置） 

B２版（縦７２８mm×横５

１５mm） 

ポスタ

ー 

２枠 

（掲出期間） 

第４条 広告を掲出する期間は、１月単位で１年以内とする。ただし、更新は妨

げない。 

（掲出料等） 

第５条 広告掲出料は、１枠につき月額５，０００円とする。 

２ 広告主は、広告掲出料を納入通知書により指定期日までに納入しなければな

らない。 

（募集） 

第６条 広告の募集は、町ホームページその他の方法により、随時行うものとす

る。 
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（申込み等） 

第７条 広告主は、大野町庁舎広告掲出申込書（様式第１号）を町長に提出する

ものとする。 

（決定） 

第８条 町長は、前条の申込書を受理したときは、第２条の規定により掲出の可

否を決定し、大野町庁舎広告掲出許可（不許可）通知書（様式第２号）により

通知するものとする。 

２ 広告の掲出が適当と決定した件数が、当該広告の枠を超えたときは、申込み

順により広告の掲出を決定する。 

（掲出原稿） 

第９条 掲出する原稿は、広告主が作成し、町長が指定する日までに提出するも

のとする。 

２ 広告の原稿作成に要する費用は、広告主が負担するものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により提出された広告原稿の内容が、要綱第４条の規

定に反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。 

（変更） 

第１０条 広告主は、広告掲出期間が複数月の場合は、当該広告の内容を、原則

として、１月単位で変更することができる。 

２ 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更しようとするときは、町長に

あらかじめ協議の上、町長が指定する日までに、広告の原稿を提出するものと

する。 

３ 前項の規定により提出された広告の内容の確認等については、前条第３項の

規定を準用する。 

（掲出及び撤去） 

第１１条 広告の掲出及び撤去は、広告主がその費用を負担して行うものとする。 

（決定の取消し） 
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第１２条 町長は、要綱第４条又は第５条に該当するときは、広告掲出期間中で

あっても広告掲出の中止をすることができる。 

２ 町長は、前項の規定により広告掲出の中止をしたときは、当該広告主に対し、

理由を付してその旨を通知するものとする。 

３ 第１項の規定による広告掲出の中止をしたことにより広告主が損害を受ける

ことがあっても、町はその賠償の責めを負わない。 

（掲出中止申出） 

第１３条 広告主は、自己の都合により広告掲出の中止をするときは、書面によ

り町長に申し出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申出があったときは、直ちに、掲出した広告を撤

去させ、広告掲出の中止をするものとする。 

（掲出料の返還） 

第１４条 既に納付した広告掲出料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰

さない事由により広告を掲出しなかったときは、その全部又は一部を返還する

ことができる。 

２ 返還する広告掲出料については、掲出しなかった月数に応じて算出するもの

とする。この場合において、月の途中で掲出しなくなったときは、当該月の広

告掲出料については返還しない。 

（責務） 

第１５条 広告主は、広告の内容等掲出された広告に関する一切の責任を負うも

のとする。 

２ 第三者から、広告に関連して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場

合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。 

（その他） 

第１６条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長及び広

告主が協議し、解決を図るものとする。 
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附 則 

この要領は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

 


